
公   告   書 

 

公 告 第 324号 

令和 2年 9月 7日 

 

組合規程（インフルエンザ予防接種補助金規程）新設について 

 

令和 2年 7月 28日に開催した第 98回組合会において、組合規程（インフルエンザ予

防接種補助金規程）の新設が承認されたので、規約第５１条の規定に基づき別紙のとお

り公告する。 

 

 

 

サンデン健康保険組合   

理事長 橋本 善夫   
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サンデン健康保険組合 



 

インフルエンザ予防接種補助金支給規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、組合規約第66条に基づき保健事業の一環として行うインフルエンザ

予防接種補助金に関する事項について定める。インフルエンザの感染拡大は個人

への健康被害とともに企業の経済活動に大きな影響を与えることから、感染予防と

重症化防止を図ることを目的とする。 

 

（補助対象者） 

第２条 インフルエンザ予防接種補助金の支給対象者は、接種日において当組合の被保

険者及び被扶養者であること。 

 

（補助金支給要件） 

第３条 毎年度10月1日から翌年1月末日までに接種したもの。 

 

（補助金額） 

第４条 補助金の額は、一回法、二回法の別なく一人につき2,000円を限度として、その

実費相当額を支給する。 

２ 地方自治体等の補助がある場合は補助金の支給はしない。ただし、一部自己負

担金がある場合には差額を補助金対象額とする。 

 

（補助金請求方法） 

第５条 補助金請求は、被保険者が次の書類を組合に提出するものとする。 

（１）インフルエンザ予防接種補助金請求書 

（２）医療機関発行の領収書（原本） 

２ 請求は世帯単位の接種者全員分を一括して請求するものとする。ただし、被保険

者の接種費用を事業主が負担した場合、事業主が請求することができる。 

３ 被保険者分について前項の請求があった場合、家族のみの請求でも差し支えな

い。 

 

（請求期限） 

第６条 補助金請求は、原則として毎年度２月末日（当組合必着）までとする。 

 

 



（補助金支払） 

第７条 第５条の請求があったときは、組合は速やかに決定し支給するものとする。 

 

（制限） 

第８条 インフルエンザ予防接種にあたり不正の事実があったときは、接種費用の全額を不

正利用者に負担させるものとする。 

 

（規程の変更） 

第９条 この規程の変更は、組合会において決定する。 

 

附則 

この規程は令和 2年 10月 1日から施行する。 


